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�愛媛県告示第１８７６号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条の規定により

、医療機関を次のように指定した。

平成１７年１０月１８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１８７７号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条の規定により

指定した医療機関を次のように廃止した旨の届出があった。

平成１７年１０月１８日

愛媛県知事 加 戸 守 行
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�愛媛県告示第１８７８号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の

規定により、介護機関を次のように指定した。

平成１７年１０月１８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１８７９号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により、介護機関（居宅介護事業者）を次のように指定した

。

平成１７年１０月１８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

発 行 愛 媛 県

印 刷 岡田印刷株式会社
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協定の適用を受けるものである。

告 示

医療機関の名称
開設者の氏名
又 は 名 称

所 在 地
指 定
年 月 日

松野内科クリニ
ック 松 野 敏 文 伊予郡松前町大間１６６

番地１
平成１７年
９月１日

大間ひまわり薬
局

有限会社
ひまわり薬局

伊予郡松前町大間１６４
番地３

平成１７年
９月１日

中川こころのク
リニック 中 川 学 今治市北日吉町一丁目

２番１２号
平成１７年
９月１日

医療機関の名称
開設者の氏名
又 は 名 称

所 在 地
廃 止
年 月 日

片岡産婦人科診
療所

医療法人
片岡産婦人科診
療所

伊予郡砥部町拾町２７９
番地４

平成１７年
３月６日

町立吉田総合病
院 吉 田 町 北宇和郡吉田町北小路

甲２１７
平成１７年
８月１日

町立津島病院 津 島 町 北宇和郡津島町大字高
田丙１５番地

平成１７年
８月１日

合田内科医院 合 田 伝 今治市喜田村六丁目４
－１２

平成１７年
８月２日

大谷歯科医院 大 谷 謙 三 西条市丹原町今井３７６
－１

平成１７年
８月１日

介護機関の名称
開設者の氏名
又 は 名 称

所 在 地
指 定
年 月 日

宇和島市介護老
人保健施設オレ
ンジ荘

宇 和 島 市 宇和島市吉田町北小路
甲１８４番地３

平成１７年
８月１日

宇和島市介護老
人保健施設ふれ
あい荘

宇 和 島 市 宇和島市津島町岩松甲
３９番地１

平成１７年
８月１日

宇和島市立吉田
病院 宇 和 島 市 宇和島市吉田町北小路

甲２１７番地
平成１７年
８月１日

宇和島市立津島
病院 宇 和 島 市 宇和島市津島町高田丙

１５番地
平成１７年
８月１日

宇和島市立吉田
病院 宇 和 島 市 宇和島市吉田町北小路

甲２１７番地
平成１７年
８月１日

みやたに歯科医
院 宮 谷 信太朗 宇和島市吉田町西小路

４１
平成１７年
９月１日

大谷歯科医院 大 谷 恭 子 西条市丹原町今井３７６
－１

平成１７年
８月１日

毎週（火・金）曜日発行 第１７０３号 平成１７年１０月１８日

平成１７年１０月１８日火曜日 第１７０３号

愛 媛 県 報

１０６９
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�愛媛県告示第１８８０号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により、介護機関（居宅介護支援事業者）を次のように指定

した。

平成１７年１０月１８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 事 業 を 行 う 事 業 所
指 定 年 月 日

名 称 所 在 地

宇和島市 宇和島市曙町１ 宇和島市介護老人保健施設
オレンジ荘

宇和島市吉田町北小路甲１８
４番地３ 平成１７年８月１日

宇和島市 宇和島市曙町１ 宇和島市介護老人保健施設
ふれあい荘

宇和島市津島町岩松甲３９番
地１ 平成１７年８月１日

宇和島市 宇和島市曙町１ 宇和島市立吉田病院 宇和島市吉田町北小路甲２１
７番地 平成１７年８月１日

社会福祉法人宇和島市社会
福祉協議会

宇和島市住吉町一丁目６番
１６号

社会福祉法人宇和島市社会
福祉協議会

宇和島市住吉町一丁目６番
１６号 平成１７年８月１日

社会福祉法人宇和島市社会
福祉協議会

宇和島市住吉町一丁目６番
１６号

宇和島市社会福祉協議会津
島介護保険事業所 宇和島市津島町岩松甲４７１ 平成１７年８月１日

社会福祉法人宇和島市社会
福祉協議会

宇和島市住吉町一丁目６番
１６号

宇和島市社会福祉協議会吉
田介護保険事業所

宇和島市吉田町東小路甲５８
－５ 平成１７年８月１日

社会福祉法人宇和島市社会
福祉協議会

宇和島市住吉町一丁目６番
１６号

宇和島市社会福祉協議会三
間介護保険事業所

宇和島市三間町迫目１２６番
地 平成１７年８月１日

有限会社芳光 新居浜市北新町１２番５１号 グループホームおくじま 新居浜市北新町１２番５２号 平成１７年８月２３日

株式会社えひめメディコー
プ 松山市中村３－１－１ デイサービス花みずき 新居浜市若水町二丁目７番

４号 平成１７年８月２２日

松野敏文 伊予郡松前町大字大間１６６
番地１ 松野内科クリニック 伊予郡松前町大字大間１６６

番地１ 平成１７年９月１日

有限会社ひかり 北宇和郡鬼北町大字近永６５
７番地２ 訪問介護事業所ひかり 北宇和郡鬼北町大字近永６５

７番地２ 平成１７年９月５日

宇和島市 宇和島市曙町１ 宇和島市立津島病院 宇和島市津島町高田丙１５番
地 平成１７年８月１日

有限会社あさひ 西条市神拝乙３５番地５ デイサービスセンターあさ
ひ 西条市神拝乙３５番地５ 平成１７年９月２日

社会福祉法人宇和町社会福
祉施設協会

西予市宇和町久枝甲１４３４番
地１ 多田あんしんの家 西予市宇和町伊延東８１番地

１ 平成１７年９月９日

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 支 援 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 支 援 事 業 を 行 う 事 業 所
指 定 年 月 日

名 称 所 在 地

社会福祉法人宇和島市社会
福祉協議会

宇和島市住吉町一丁目６番
１６号

社会福祉法人宇和島市社会
福祉協議会

宇和島市住吉町一丁目６番
１６号 平成１７年８月１日

社会福祉法人宇和島市社会
福祉協議会

宇和島市住吉町一丁目６番
１６号

宇和島市社会福祉協議会津
島介護保険事業所 宇和島市津島町岩松甲４７１ 平成１７年８月１日

社会福祉法人宇和島市社会
福祉協議会

宇和島市住吉町一丁目６番
１６号

宇和島市社会福祉協議会吉
田介護保険事業所

宇和島市吉田町東小路甲５８
－５ 平成１７年８月１日

愛 媛 県 報平成１７年１０月１８日 第１７０３号

１０７０
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�愛媛県告示第１８８１号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の

規定により指定した介護機関を次のように廃止した旨の届け

出があった。

平成１７年１０月１８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１８８２号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（居宅介護事業者）から、居宅介護

事業を次のように廃止した旨の届け出があった。

平成１７年１０月１８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

社会福祉法人宇和島市社会
福祉協議会

宇和島市住吉町一丁目６番
１６号

宇和島市社会福祉協議会三
間介護保険事業所

宇和島市三間町迫目１２６番
地 平成１７年８月１日

宇和島市介護老
人保健施設ふれ
あい荘

宇 和 島 市 宇和島市津島町岩松甲
３９番地１

平成１７年
８月１日

宇和島市立吉田
病院 宇 和 島 市 宇和島市吉田町北小路

甲２１７番地
平成１７年
８月１日

介護機関の名称
開設者の氏名
又 は 名 称

所 在 地
廃 止
年 月 日

宇和島市介護老
人保健施設オレ
ンジ荘

宇 和 島 市 宇和島市吉田町北小路
甲１８４番地３

平成１７年
８月１日

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

廃 止 に 係 る 居 宅 介 護 事 業 を 行 う 事 業 所
廃 止 年 月 日

名 称 所 在 地

吉田町 北宇和郡吉田町大字東小路
甲７０

吉田町老人保健施設オレン
ジ荘

北宇和郡吉田町大字北小路
甲１８４番地３ 平成１７年７月３１日

社会福祉法人吉田町社会福
祉協議会

北宇和郡吉田町大字東小路
甲５８番地５

吉田町社会福祉協議会指定
訪問介護事業所

北宇和郡吉田町大字東小路
甲５８番地５ 平成１７年７月３１日

社会福祉法人吉田町社会福
祉協議会

北宇和郡吉田町大字東小路
甲５８番地５

吉田町社会福祉協議会指定
訪問入浴介護事業所

北宇和郡吉田町大字東小路
甲５８番地５ 平成１７年７月３１日

社会福祉法人三間町社会福
祉協議会

北宇和郡三間町大字迫目１２
６番地

三間町社会福祉協議会指定
訪問介護事業所

北宇和郡三間町大字迫目１２
６番地 平成１７年７月３１日

社会福祉法人三間町社会福
祉協議会

北宇和郡三間町大字迫目１２
６番地

三間町社会福祉協議会指定
通所介護事業所

北宇和郡三間町大字迫目１２
６番地 平成１７年７月３１日

津島町 北宇和郡津島町岩松甲４７１ 津島町老人保健施設ふれあ
い荘

北宇和郡津島町岩松甲３９番
１ 平成１７年７月３１日

社会福祉法人津島町社会福
祉協議会 北宇和郡津島町岩松甲４７１ 津島町社会福祉協議会指定

訪問介護事業所 北宇和郡津島町岩松甲４７１ 平成１７年７月３１日

社会福祉法人津島町社会福
祉協議会 北宇和郡津島町岩松甲４７１ 津島町社会福祉協議会指定

訪問入浴介護事業所 北宇和郡津島町岩松甲４７１ 平成１７年７月３１日

社会福祉法人宇和島市社会
福祉協議会

宇和島市住吉町一丁目６番
１６号

宇和島市社会福祉協議会指
定訪問介護事業所

宇和島市住吉町一丁目６番
１６号 平成１７年７月３１日

社会福祉法人宇和島市社会
福祉協議会

宇和島市住吉町一丁目６番
１６号

宇和島市社会福祉協議会指
定訪問入浴介護事業所

宇和島市住吉町一丁目６番
１６号 平成１７年７月３１日

社会福祉法人宇和島市社会
福祉協議会

宇和島市住吉町一丁目６番
１６号

宇和島市社会福祉協議会指
定通所介護事業所

宇和島市住吉町一丁目６番
１６号 平成１７年７月３１日

愛 媛 県 報平成１７年１０月１８日 第１７０３号

１０７１
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�愛媛県告示第１８８４号
肥料取締法（昭和２５年法律第１２７号）第７条の規定に基づ

き、次のとおり肥料の登録をした。

平成１７年１０月１８日

愛媛県知事 加 戸 守 行
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�愛媛県告示第１８８５号
森林法（昭和２６年法律第２４９号）第５条第１項の規定に基

づき、今治松山地域森林計画を立てたいので、同法第６条第

１項の規定により、当該地域森林計画の案を今治地方局産業

経済部森林林業課及び松山地方局産業経済部森林林業課にお

いて告示の日から３０日間公衆の縦覧に供する。

平成１７年１０月１８日

愛媛県知事 加 戸 守 行
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�愛媛県告示第１８８６号
森林法（昭和２６年法律第２４９号）第５条第４項の規定に基

づき、南予地域森林計画を変更したいので、同法第６条第１

項の規定により、当該地域森林計画の変更の案を宇和島地方

局産業経済部森林林業課において告示の日から３０日間公衆の

縦覧に供する。

平成１７年１０月１８日

愛媛県知事 加 戸 守 行
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�愛媛県告示第１８８７号
森林法（昭和２６年法律第２４９号）第５条第４項の規定に基

づき、肱川地域森林計画を変更したいので、同法第６条第１

項の規定により、当該地域森林計画の変更の案を八幡浜地方

局産業経済部森林林業課において告示の日から３０日間公衆の

縦覧に供する。

平成１７年１０月１８日

愛媛県知事 加 戸 守 行
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�愛媛県告示第１８８８号
森林法（昭和２６年法律第２４９号）第５条第４項の規定に基

づき、中予山岳地域森林計画を変更したいので、同法第６条

第１項の規定により、当該地域森林計画の変更の案を松山地

方局産業経済部久万高原森林林業課において告示の日から３０

日間公衆の縦覧に供する。

平成１７年１０月１８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１８８９号
森林法（昭和２６年法律第２４９号）第５条第４項の規定に基

づき、東予地域森林計画を変更したいので、同法第６条第１

項の規定により、当該地域森林計画の変更の案を西条地方局

産業経済部森林林業課において告示の日から３０日間公衆の縦

覧に供する。

平成１７年１０月１８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１８９０号
森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２６条の２第２項の規定

により、次のように保安林の指定を解除する。

平成１７年１０月１８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 解除に係る保安林の所在場所

�愛媛県告示第１８８３号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（居宅介護事業者）から、居宅介護

事業を次のように廃止した旨の届け出があった。

平成１７年１０月１８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 支 援 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 支 援 事 業 を 行 う 事 業 所
指 定 年 月 日

名 称 所 在 地

社会福祉法人宇和島市社会
福祉協議会

宇和島市住吉町一丁目６番
１６号

社会福祉法人宇和島市社会
福祉協議会

宇和島市住吉町一丁目６番
１６号 平成１７年８月１日

社会福祉法人宇和島市社会
福祉協議会

宇和島市住吉町一丁目６番
１６号

宇和島市社会福祉協議会津
島介護保険事業所 宇和島市津島町岩松甲４７１ 平成１７年８月１日

社会福祉法人宇和島市社会
福祉協議会

宇和島市住吉町一丁目６番
１６号

宇和島市社会福祉協議会吉
田介護保険事業所

宇和島市吉田町東小路甲５８
－５ 平成１７年８月１日

社会福祉法人宇和島市社会
福祉協議会

宇和島市住吉町一丁目６番
１６号

宇和島市社会福祉協議会三
間介護保険事業所

宇和島市三間町迫目１２６番
地 平成１７年８月１日

登録年
月日

登録
番号

肥料の
種類

肥料の
名称

保証成
分量
（％）

その他
の規格

生産業者の氏
名又は名称及
び住所

平成１７
年１０月
６日

愛媛県
第１２６９
号

魚かす
粉末

南海魚
粕粉末
８．５－
７

窒素全
量
８．５

りん酸
全量
７．０

公定規
格のと
おり

南海物産株式
会社
愛媛県松山市
古三津二丁目
２０番３８号

平成１７
年１０月
６日

愛媛県
第１２７０
号

副産植
物質肥
料

南海副
産物肥
料

窒素全
量
６．５

りん酸
全量
１．２

公定規
格のと
おり

南海物産株式
会社
愛媛県松山市
古三津二丁目
２０番３８号

愛 媛 県 報平成１７年１０月１８日 第１７０３号
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今治市玉川町木地字石原畑辛４２の２８

２ 保安林として指定された目的

土砂の流出の防備

３ 解除の理由

道路用地とするため

�������
�愛媛県告示第１８９１号
公有水面埋立法（大正１０年法律第５７号。以下「法」という

。）第２２条第１項の規定により、次のように埋立てに関する

工事のしゅん功を認可した。

なお、法第２２条第３項に規定する図書は、宇和島市役所に

おいて告示の日から起算して１０年を経過する日まで閲覧する

ことができる。

平成１７年１０月１８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ しゅん功認可を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに

法人にあっては、その代表者の氏名及び住所

愛媛県

松山市一番町四丁目４番地２

代表者 愛媛県知事 加戸 守行

松山市御宝町１１９番１

２ 埋立区域

� 位置

Ａ工区

宇和島市蛤字和田１０２番３地先から同字島和田８０番９

地先までの公有水面

Ｂ工区

宇和島市蛤字泉ヶ浦６７３番３地先から同字和田１０８番

２地先までの公有水面

� 区域

Ａ工区

次の１点から１６点までを順次直線で結んだ線並びに１６

点と１点を結ぶ春分及び秋分の満潮位（Ｔ．Ｐ．＋０．８８

メートル）の陸と公有水面の接する線により囲まれた区

域

基点（宇和島市蛤字和田１０２番３地内の道路敷地に設

置された金属鋲）は、北緯３３度１３分４４秒、東経１３２度３２

分００秒の地点

１点は、基点から真北１７８度２３分３７秒１６．０２メートル

の地点

２点は、１点から真北１６８度１０分３１秒９．００メートルの

地点

３点は、２点から真北１６８度０７分５６秒１５．９６メートル

の地点

４点は、３点から真北１６８度５９分５６秒９．８８メートルの

地点

５点は、４点から真北７９度２５分５７秒２．００メートルの地

点

６点は、５点から真北１６９度３０分３４秒３．７２メートルの

地点

７点は、６点から真北２６０度０２分３２秒１．９２メートルの

地点

８点は、７点から真北１６５度２６分２４秒６．８５メートルの

地点

９点は、８点から真北１６５度１３分４３秒６．４２メートルの

地点

１０点は、９点から真北１６２度４０分１２秒６．２５メートルの

地点

１１点は、１０点から真北１５５度２１分０２秒６．４８メートルの

地点

１２点は、１１点から真北１５２度０８分５１秒６．０５メートルの

地点

１３点は、１２点から真北１４９度１５分４６秒９．６８メートルの

地点

１４点は、１３点から真北１４６度０３分２０秒１０．８６メートル

の地点

１５点は、１４点から真北１４１度１３分２９秒１．１２メートルの

地点

１６点は、１５点から真北１３４度２６分３２秒８．５７メートルの

地点

Ｂ工区

次の１点から６３点までを順次直線で結んだ線並びに６３

点と１点を結ぶ春分及び秋分の満潮位（Ｔ．Ｐ．＋０．８８

メートル）の陸と公有水面の接する線により囲まれた区

域

基点�（宇和島市蛤字泉ヶ浦６７２番４地内の道路敷地
に設置された金属鋲）は、北緯３３度１３分５４秒、東経１３２

度３１分５２秒の地点

１点は、基点から真北１６４度５３分４９秒１６．７５メートル

の地点

２点は、１点から真北１５４度１０分２０秒４．７１メートルの

地点

３点は、２点から真北１５８度５７分０６秒６．４２メートルの

地点

４点は、３点から真北１６２度５１分４０秒０．９０メートルの

地点

５点は、４点から真北７２度５９分０６秒１．７１メートルの地

点

６点は、５点から真北１６３度０４分３４秒３．７１メートルの

地点

７点は、６点から真北２５２度５８分４９秒１．６９メートルの

地点

８点は、７点から真北１６４度３６分２２秒５．７７メートルの

地点

９点は、８点から真北１６４度５６分５４秒１２．０２メートル

の地点

１０点は、９点から真北１５９度４７分１６秒１０．４０メートル

の地点

１１点は、１０点から真北１５２度０５分４２秒４．４６メートルの

地点

１２点は、１１点から真北１４６度１５分５４秒４．３８メートルの

地点

１３点は、１２点から真北１４０度０１分２２秒４．０８メートルの

地点

１４点は、１３点から真北１３０度１２分０８秒５．００メートルの

地点

愛 媛 県 報平成１７年１０月１８日 第１７０３号
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１５点は、１４点から真北１１９度２９分３３秒４．２１メートルの

地点

１６点は、１５点から真北１１０度０２分５５秒４．００メートルの

地点

１７点は、１６点から真北１０４度３０分５４秒４．８０メートルの

地点

１８点は、１７点から真北９６度３２分１４秒５．００メートルの地

点

１９点は、１８点から真北９０度１４分０８秒９．４２メートルの地

点

２０点は、１９点から真北８５度１３分５７秒９．２７メートルの地

点

２１点は、２０点から真北８３度１３分４４秒１１．３０メートルの

地点

２２点は、２１点から真北９０度０７分５８秒５．５３メートルの地

点

２３点は、２２点から真北９６度５５分０２秒５．７２メートルの地

点

２４点は、２３点から真北１１０度２７分０６秒５．９５メートルの

地点

２５点は、２４点から真北１１９度３８分１３秒６．１４メートルの

地点

２６点は、２５点から真北１３１度０７分５２秒６．８２メートルの

地点

２７点は、２６点から真北１４４度５７分０４秒５．８７メートルの

地点

２８点は、２７点から真北１５５度３８分５５秒５．８０メートルの

地点

２９点は、２８点から真北１６４度３７分０７秒６．１６メートルの

地点

３０点は、２９点から真北１７０度４８分４３秒５．９１メートルの

地点

３１点は、３０点から真北１７７度１０分１７秒５．７４メートルの

地点

３２点は、３１点から真北１８３度２２分２４秒７．６１メートルの

地点

３３点は、３２点から真北９４度２０分４６秒１．６５メートルの地

点

３４点は、３３点から真北１８４度５６分４８秒２．８３メートルの

地点

３５点は、３４点から真北１８５度０１分０７秒０．６０メートルの

地点

３６点は、３５点から真北２７４度２０分２７秒１．６８メートルの

地点

３７点は、３６点から真北１８５度５１分３０秒１．１８メートルの

地点

３８点は、３７点から真北１８２度５７分３９秒１０．２８メートル

の地点

３９点は、３８点から真北１７８度１８分３５秒９．４３メートルの

地点

４０点は、３９点から真北１７１度４３分５４秒７．４４メートルの

地点

４１点は、４０点から真北１６５度４４分３０秒３．８８メートルの

地点

４２点は、４１点から真北７２度４８分３８秒１．６４メートルの地

点

４３点は、４２点から真北１６１度１８分３２秒３．４４メートルの

地点

４４点は、４３点から真北２５２度４７分３６秒１．６９メートルの

地点

４５点は、４４点から真北１５６度５６分４９秒５．９４メートルの

地点

４６点は、４５点から真北１５１度２７分４４秒６．２４メートルの

地点

４７点は、４６点から真北１４５度２１分００秒９．１３メートルの

地点

４８点は、４７点から真北１４０度２３分１０秒１０．６０メートル

の地点

４９点は、４８点から真北１３８度１２分０２秒１６．２４メートル

の地点

５０点は、４９点から真北１３８度０４分１９秒１９．５２メートル

の地点

５１点は、５０点から真北１３６度０９分３５秒６．９５メートルの

地点

５２点は、５１点から真北４６度１０分３９秒０．２６メートルの地

点

５３点は、５２点から真北１３５度５４分１７秒２．０１メートルの

地点

５４点は、５３点から真北２２６度１６分０９秒０．２７メートルの

地点

５５点は、５４点から真北１３６度０９分３２秒１．６８メートルの

地点

５６点は、５５点から真北１４２度２５分０７秒９．９１メートルの

地点

５７点は、５６点から真北１４７度１６分２７秒５．４６メートルの

地点

５８点は、５７点から真北１５０度５９分４３秒５．４９メートルの

地点

５９点は、５８点から真北１５４度３７分３２秒６．０２メートルの

地点

６０点は、５９点から真北１５８度４１分４８秒６．０８メートルの

地点

６１点は、６０点から真北１６３度４８分１５秒１０．０２メートル

の地点

６２点は、６１点から真北１６７度３９分４０秒１０．５５メートル

の地点

６３点は、６２点から真北１６９度５０分３０秒１４．１１メートル

の地点

� 面積

Ａ工区

３１９．６０平方メートル

Ｂ工区

２，６６７．８６平方メートル

合計

２，９８７．４６平方メートル

３ 埋立ての免許の年月日及び番号
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平成１０年１月２１日 愛媛県指令９河第１３１５号

４ しゅん功認可年月日

平成１７年１０月１８日

�������
�愛媛県告示第１８９２号
公有水面埋立法（大正１０年法律第５７号。以下「法」という

。）第２２条第１項の規定により、次のように埋立てに関する

工事のしゅん功を認可した。

なお、法第２２条第３項に規定する図書は、宇和島市役所に

おいて告示の日から起算して１０年を経過する日まで閲覧する

ことができる。

平成１７年１０月１８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ しゅん功認可を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに

法人にあっては、その代表者の氏名及び住所

愛媛県

松山市一番町四丁目４番地２

代表者 愛媛県知事 加戸 守行

松山市御宝町１１９番１

２ 埋立区域

� 位置

Ａ箇所

宇和島市三浦東新６０番１地先から同４１６７番３地先まで

の公有水面

Ｂ箇所

宇和島市三浦東４１８８番１地先から同４１８９番３地先まで

の公有水面

Ｃ箇所

宇和島市三浦東４１８９番３地先から同三浦西新７２番１地

先までの公有水面

� 区域

Ａ箇所

次の１点から１８点までを順次直線で結んだ線並びに１８

点と１点を結ぶ春分及び秋分の満潮位（Ｔ．Ｐ．＋０．８８

メートル）の陸と公有水面の接する線により囲まれた区

域

基点（宇和島市三浦西新７２番１地先のコンクリート杭

）は、北緯３３度１０分２１秒、東経１３２度３０分３０秒の地点

１点は、基点から真北１２４度２４分４９秒４４５．９３メートル

の地点

２点は、１点から真北１６２度５５分２５秒８．２３メートルの

地点

３点は、２点から真北１５４度４３分４０秒６．１８メートルの

地点

４点は、３点から真北１４７度０６分４３秒７．２９メートルの

地点

５点は、４点から真北１３９度１４分４４秒６．０７メートルの

地点

６点は、５点から真北１３１度３８分１７秒７．４０メートルの

地点

７点は、６点から真北１２３度２９分４７秒６．１５メートルの

地点

８点は、７点から真北１１６度２１分５６秒６．３９メートルの

地点

９点は、８点から真北１０８度４１分０５秒６．７９メートルの

地点

１０点は、９点から真北１００度０７分４１秒７．６７メートルの

地点

１１点は、１０点から真北９１度２６分２６秒６．８０メートルの地

点

１２点は、１１点から真北８４度２４分３０秒６．６９メートルの地

点

１３点は、１２点から真北７６度００分５３秒６．７０メートルの地

点

１４点は、１３点から真北６８度４５分０２秒６．７８メートルの地

点

１５点は、１４点から真北６１度１７分２８秒５．９１メートルの地

点

１６点は、１５点から真北５３度５８分４７秒６．０２メートルの地

点

１７点は、１６点から真北５４度５５分３９秒７．７７メートルの地

点

１８点は、１７点から真北６１度５０分４８秒８．１９メートルの地

点

Ｂ箇所

次の１点から９点までを順次直線で結んだ線並びに９

点と１点を結ぶ春分及び秋分の満潮位（Ｔ．Ｐ．＋０．８８

メートル）の陸と公有水面の接する線により囲まれた区

域

基点（宇和島市三浦西新７２番１地先のコンクリート杭

）は、北緯３３度１０分２１秒、東経１３２度３０分３０秒の地点

１点は、基点から真北１０８度３０分３０秒１６９．３２メートル

の地点

２点は、１点から真北７２度０８分２２秒２．３４メートルの地

点

３点は、２点から真北７１度２６分０６秒３．９２メートルの地

点

４点は、３点から真北７５度０４分２０秒４．７７メートルの地

点

５点は、４点から真北７９度４３分０１秒５．１７メートルの地

点

６点は、５点から真北８４度３３分０１秒５．８０メートルの地

点

７点は、６点から真北８８度４５分２９秒１９．９６メートルの

地点

８点は、７点から真北８６度４２分５１秒１６．３１メートルの

地点

９点は、８点から真北８７度１４分５３秒１５．６３メートルの

地点

Ｃ箇所

次の１点から１５点までを順次直線で結んだ線並びに１５

点と１点を結ぶ春分及び秋分の満潮位（Ｔ．Ｐ．＋０．８８

メートル）の陸と公有水面の接する線により囲まれた区

域

基点（宇和島市三浦西新７２番１地先のコンクリート杭

）は、北緯３３度１０分２１秒、東経１３２度３０分３０秒の地点

愛 媛 県 報平成１７年１０月１８日 第１７０３号
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１点は、基点から真北１４２度３０分３３秒８９．１２メートル

の地点

２点は、１点から真北１３３度０８分３６秒３．０５メートルの

地点

３点は、２点から真北１３３度０６分３６秒１０．８５メートル

の地点

４点は、３点から真北１２８度２３分３５秒６．２４メートルの

地点

５点は、４点から真北１２１度０５分０７秒６．４０メートルの

地点

６点は、５点から真北１１４度１８分０３秒６．７９メートルの

地点

７点は、６点から真北１０６度２１分３０秒６．６０メートルの

地点

８点は、７点から真北９６度５６分１４秒６．６８メートルの地

点

９点は、８点から真北８８度３５分０４秒６．４９メートルの地

点

１０点は、９点から真北７９度４２分５８秒９．１６メートルの地

点

１１点は、１０点から真北７０度１５分５９秒６．６８メートルの地

点

１２点は、１１点から真北６１度４５分３４秒６．６９メートルの地

点

１３点は、１２点から真北５２度２５分０５秒８．３５メートルの地

点

１４点は、１３点から真北４１度４２分３９秒８．２６メートルの地

点

１５点は、１４点から真北３９度４３分１９秒４．４２メートルの地

点

� 面積

Ａ箇所 １，５３０．３８平方メートル

Ｂ箇所 ４６６．７２平方メートル

Ｃ箇所 ７０４．３２平方メートル

合計 ２，７０１．４２平方メートル

３ 埋立ての免許の年月日及び番号

平成４年３月２３日 愛媛県指令河第１１４号

４ しゅん功認可年月日

平成１７年１０月１８日

�������
�愛媛県告示第１８９３号
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和４４年

法律第５７号）第３条第１項の規定により、次の区域を急傾斜

地崩壊危険区域として指定する。

その関係図面は、愛媛県庁並びに関係の地方局建設部及び

土木事務所並びに市役所において縦覧に供する。

平成１７年１０月１８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

飼谷

次に掲げる地番の土地に存する標柱１号から標柱１４号まで

を順次結んだ線及び標柱１４号と標柱１号を結んだ線に囲まれ

た区域

市 町 字 地 番 標 柱

四国中央 金田町半田 池ノ尻 甲２８７番１ １号

市 飼谷 丁９５番１ ２号

丁９５番１ ３号

丁９５番１ ４号

丁９５番１ ５号

丁９５番１ ６号

丁９５番１ ７号

丁１０１番１ ８号

丁１０１番１ ９号

丁１０２番７ １０号

丁１０２番７ １１号

丁１０２番４ １２号

丁５３５番１ １３号

池ノ尻 甲２８８番３ １４号

七宝台Ｃ

次に掲げる地番の土地に存する標柱１号から標柱１２号まで

を順次結んだ線及び標柱１２号と標柱１号を結んだ線に囲まれ

た区域

市 町 地 番 標 柱

新居浜市 七宝台町 甲２３７５番３０ １号

甲２３７５番１３４ ２号

甲２３７５番１３４ ３号

甲４６０６番１ ４号

甲４６０６番１ ５号

甲４６０６番１ ６号

甲４６０６番１ ７号

乙６５番８ ８号

乙６５番８ ９号

乙６５番５ １０号

甲２３７５番７４ １１号

甲２３７５番７１ １２号

滝の宮

次に掲げる地番の土地に存する標柱１号から標柱１１号まで

を順次結んだ線及び標柱１１号と標柱１号を結んだ線に囲まれ

た区域

市 町 字 地 番 標 柱

新居浜市 滝の宮町 丙１３番３ １号

金子 多喜ノ宮 丙１２番１ ２号

丙１２番１ ３号

丙１４番１ ４号

丙１４番１ ５号

丙１４番１ ６号

丙１４番１ ７号

丙１４番１ ８号

丙１４番１ ９号

滝の宮町 丙１４番２ １０号

丙１３番７ １１号

愛 媛 県 報平成１７年１０月１８日 第１７０３号
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落神

次に掲げる地番の土地に存する標柱１号から標柱１０号まで

を順次結んだ線及び標柱１０号と標柱１号を結んだ線に囲まれ

た区域

市 町 字 地 番 標 柱

新居浜市 落神町 乙１７１番５ １号

乙１７１番１ ２号

乙１７２番２ ３号

郷 落神 乙１７２番６ ４号

落神町 乙１６８番１ ５号

乙１６８番１ ６号

乙１６８番１ ７号

甲１４１８番 ８号

甲１４１９番 ９号

甲１４１９番 １０号

山高

次に掲げる地番の土地に存する標柱１号から標柱２０号まで

を順次結んだ線、標柱２０号と標柱２１号を一級河川山高川左岸

側官民境界線で結んだ線、標柱２１号から標柱２４号までを順次

結んだ線、標柱２４号と標柱２５号を市道山高線山側官民境界線

で結んだ線、標柱２５号から標柱３２号までを順次結んだ線及び

標柱３２号と標柱１号を結んだ線に囲まれた区域

市 町 地 番 標 柱

大洲市 春賀 甲７３２番３ １号

乙２９番 ２号

乙２９番 ３号

乙２２番１ ４号

乙２２番１ ５号

乙１９番１ ６号

乙１９番１ ７号

乙１９番１ ８号

甲７１９番１ ９号

東宇山 乙１７番 １０号

乙１７番 １１号

春賀 乙１６番１ １２号

乙１１番 １３号

甲６８６番１ １４号

甲６８５番２ １５号

東宇山 乙６６３番 １６号

春賀 乙７番 １７号

乙７番 １８号

甲６７６番１ １９号

甲６７６番１ ２０号

甲６８５番１ ２１号

甲６８６番２ ２２号

甲６８９番１ ２３号

甲６９４番１ ２４号

甲７０９番５ ２５号

甲７１８番４ ２６号

甲７２２番１ ２７号

乙２３番 ２８号

甲７２６番１ ２９号

甲７２７番１ ３０号

甲７２８番１ ３１号

甲７３１番１ ３２号

合田

次に掲げる地番の土地に存する標柱１号から標柱９号まで

を順次結んだ線、標柱９号と標柱１０号を国道３７８号南側官民

境界線で結んだ線、標柱１０号から標柱１４号までを順次結んだ

線及び標柱１４号と標柱１号を結んだ線に囲まれた区域

市 町 大 字 地 番 標 柱

八幡浜市 合田 １１４６番 １号

１０８１番 ２号

１０６２番１ ３号

７５８番 ４号

７５９番 ５号

７５９番 ６号

６３０番 ７号

６２８番 ８号

６２５番２ ９号

６４１番 １０号

６４５番１ １１号

７０６番 １２号

７１４番 １３号

１１５２番 １４号

伊吹Ｄ

次に掲げる地番の土地に存する標柱１号から標柱１０号まで

を順次結んだ線及び標柱１０号と標柱１号を結んだ線に囲まれ

た区域

市 町 字 地 番 標 柱

宇和島市 伊吹町 道免 甲１２６番１ １号

森 乙２７１番２０ ２号

乙２７１番１０ ３号

乙２７１番１８ ４号

乙２７１番３１ ５号

乙２７１番２５ ６号

乙２７１番３５ ７号

道免 甲１３３番５ ８号

甲１２９番１ ９号

甲１２７番５ １０号

堂々（追加）

急傾斜地崩壊危険区域の指定（昭和５７年３月愛媛県告示第

３６６号）堂々地区の項で指定した標柱６号、標柱５号及び標

柱４号を順次結んだ線、標柱４号と次に掲げる地番の土地に

存する標柱９号から標柱１２号までを順次結んだ線、標柱１２号

と標柱１３号を県道舌間八幡浜線南側官民境界線及び市道栗野

浦線南側官民境界線で結んだ線、標柱１３号と標柱１４号を結ん

だ線、標柱１４号と標柱１５号を市道栗野浦線南側官民境界線で

結んだ線並びに標柱１５号と標柱６号を結んだ線に囲まれた区

域

愛 媛 県 報平成１７年１０月１８日 第１７０３号
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公 告

市 町 地 番 標 柱

八幡浜市 栗野浦 乙７７番１ ９号

２７８番 １０号

２７８番 １１号

乙７１番２ １２号

乙７５番７ １３号

２２５番２ １４号

２１３番１ １５号

清水（追加）

急傾斜地崩壊危険区域の指定（平成８年愛媛県告示第１０８２

号）清水地区の項で指定した標柱７号、標柱６号及び標柱５

号を順次結んだ線、標柱５号と次に掲げる地番の土地に存す

る標柱１８号を結んだ線並びに標柱１８号と標柱７号を結んだ線

に囲まれた区域

市 町 字 地 番 標 柱

宇和島市 祝森 大道ノ下 乙３０５番８ １８号

大小浜（追加）

急傾斜地崩壊危険区域の指定（昭和５４年１２月愛媛県告示第

１５８２号）大小浜の項で指定した標柱３号と標柱２号を結んだ

線、標柱２号と次に掲げる地番の土地に存する標柱６号から

標柱８号までを順次結んだ線及び標柱８号と標柱３号を結ん

だ線に囲まれた区域

市 町 地 番 標 柱

宇和島市 小浜 ２１５７番 ６号

２１５７番 ７号

２１６０番 ８号

大小浜（追加）

急傾斜地崩壊危険区域の指定（昭和５４年１２月愛媛県告示第

１５８２号）大小浜の項で指定した標柱５号と標柱４号を結んだ

線、標柱４号と次に掲げる地番の土地に存する標柱９号を結

んだ線及び標柱９号と標柱５号を県道無月宇和島線山側官民

境界線で結んだ線に囲まれた区域

市 町 地 番 標 柱

宇和島市 小浜 ２１１３番 ９号

三ツ尾（追加）

急傾斜地崩壊危険区域の指定（昭和５８年３月愛媛県告示第

４５４号）三ツ尾地区の項で指定した標柱３号、標柱２号及び

標柱１号を順次結んだ線、標柱１号と次に掲げる地番の土地

に存する標柱７号から標柱９号までを順次結んだ線及び標柱

９号と標柱３号を結んだ線に囲まれた区域

市 町 字 地 番 標 柱

宇和島市 吉田町白浦 畔屋 ２３５７番 ７号

三ツ尾 ２３８０番１ ８号

２３８５番１ ９号

�愛媛県告示第１８９４号
次のとおり落札者を決定した。

平成１７年１０月１８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�公 告

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第２５条第４項の規定に基づき、特定非営利活動法人の定款の変更の認証の申

請があったので、同条第５項において準用する同法第１０条第２項の規定に基づき、次のとおり公告する。

平成１７年１０月１８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

落札に係る物品等の名称及び数量
契約に関する事務
を担当する機関の
名称及び所在地

落札者を決定した日 落札者の氏名及び住所 落札金額 契約の相手方を
決定した手続 入 札 公 告 日

交通管制センター中央装置の借上
げ 一式

愛媛県警察本部警
務部会計課
愛媛県松山市南堀
端町２番地２

平成１７年１０月４日
住商リース株式会社
四国支店
高松市番町一丁目６
番１号

５２３，９５０円
（月額） 一般競争入札 平成１７年８月１９日

愛 媛 県 報平成１７年１０月１８日 第１７０３号
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正 誤

�正 誤

平成１７年１０月４日付け第１６９９号愛媛県告示第１８０９号（公共

測量の終了の通知）中

申請年月日 特定非営利活動法人の名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 定款に記載された目的

平成１７年１０月６日 特定非営利活動法人
愛媛県有機農業研究会 安 井 孝 今治市郷新屋敷町五丁目４番２

号
この法人は、地域に暮らす人々に対して、
環境保全のための有機農業の啓発、生産者
と消費者の提携の拡大及び農林物資の規格
化及び品質表示の適正化に関する法律に基
づく有機農産物の認証等の活動を行うこと
により、地域環境の保全と地域社会の発展
に寄与することを目的とする。

ページ 箇 所 誤 正

１０１１ 上から２行目 東温市長 松山地方法務局長

愛 媛 県 報平成１７年１０月１８日 第１７０３号

１０７９



古紙配合率100％再生紙を使用しています 

平成１７年１０月１８日 印刷
平成１７年１０月１８日 発行

購読料（送料共） １箇月１，７５０円１０８０

愛 媛 県 報平成１７年１０月１８日 第１７０３号


